
令和７年度ひとり親家庭の父母等に対する就業支援講習会事業開催業務委託 仕様書 

 
１ 適用範囲 
  本仕様書は、千葉県（以下「甲」という）が発注する「令和７年度ひとり親家庭の父母等に

対する就業支援講習会開催業務」（以下「業務」という）の企画提案募集及び業務を委託に付

する場合において適用される主要事項を示すものである。 
  この仕様書は業務の大要を示すものであるから、これに定めのない事項であっても甲が必要

と認め、指示する事項については、受託者（以下「乙」という）はこれを行わなければならな

い。 
 
２ 事業の目的 

就業やキャリアアップを希望しているが、必要な知識及び技能を修得する機会を必ずしも十

分に有してこなかったひとり親家庭の父母等に対して、就業等に結びつく可能性の高い技能、

資格を習得するための就業支援講習会（以下「講習会」という。）を開催し、もって、就業等

に結びつけていくことを目的とする。 
※寡婦とは、配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として２０歳未満の児童

を扶養したことのある女性 
 
３ 委託期間 
  契約締結の日から令和８年３月２２日（日）まで 
 
４ 委託業務の内容 
（１） 講習会運営 

ア 講習内容の作成 
イ 受講者に対する就職支援（キャリアガイダンス、キャリアカウンセリング等） 
ウ 講習における実施状況の把握及び報告 
エ 受講者の能力習得状況、就業実績の把握及び報告 
オ その他甲が必要と認める事項 

（２） 託児サービス 
「１０ 託児サービス」の記述のとおり 

 
５ 付随業務 

（１） 受講者の出欠席の管理及び指導 

（２） 受講者の住所、氏名の変更等、受講者の管理に係る事務処理 

（３） 受講証明書、欠席届等の各種証明書等に係る事務処理 

（４） 業務完了報告書の作成及び提出 

（５） 受講者へのアンケートの実施及び結果の集計（講習会に対する感想や意見等、具体的な

項目については、甲と協議を行う） 

（６） その他甲が必要とする事項（事前に受託者との協議を行い合意された事項） 

 



６ 委託費の精算 
委託費は、契約金額を上限として、必要経費の実績に応じて精算の上、支払を行う。 
 

７ 企画提案募集を行う講習会の種類 
事業の目的にあった内容の提案であれば、分野を問わないものとする。 

  （例：ホームページ作成講座、介護職員初任者研修、パソコン講座、医療事務、 
調剤薬局事務、登録販売者等） 

 
８ 受講対象者 

母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦 
※離婚前から支援が必要な者を含む。（令和６年３月２９日こ支家第１９８号こども家庭庁

支援局長発「離婚前後親支援事業について」に基づく支援を受けている者など。） 
 
９ 講習期間等 

令和７年１０月以降から講習会を開始し、令和８年３月２２日（日）までに終了可能な任意

の期間とし、開講日は、原則、土・日・祝日とする。 
 
１０ 託児サービス 

ひとり親家庭の父母等の受講を容易にするため、受講者から申込みがあった場合は、託児サ

ービスを提供する体制が取れること。 

託児サービスを提供する場合、別紙「託児サービスに係る仕様書」によること。 

 

１１ 業務実施に当たっての留意事項 

（１） 講習会に関する受講者の募集及び決定は甲が実施する。 

（２） 受講者の受講料は本業務の委託料で賄うものとし、受講者からは徴収しないこと（ただ

し、テキスト代は受講者負担とする）。 

（３） 講習会の開催場所は、千葉県内とすること。 

（４） 乙は、甲から委託を受けた業務のうち、講習会運営及びその付随業務を第三者に委託し

又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合は、この限り

ではない。 

（５） 業務終了後３０日以内若しくは令和８年３月２７日（金）までに業務完了報告書を提出

すること。なお、業務完了報告書には、経費精算内訳報告書、講習会開催ごとの実施内

容と受講者の出欠状況等の記録、就職支援業務に関する報告書、受講者の講習会内容へ

の理解度や能力習得に関する報告書、託児サービスの利用状況及び日誌、講習会等に関

するアンケート結果と集計結果報告書、その他業務完了報告書に添付すべきものを添付

して提出すること。 

（６） 業務の遂行や経費に関して乙は甲と十分に協議した上で実施するものとし、不測の事態

等があった場合は、乙は甲に速やかに連絡すること。 

 

 



１２ その他留意事項 

（１） 成果品として提出される業務完了報告書及びその添付書類は、甲に帰属するものとし、

乙は甲の承認を受けずに使用、公表することはできない。 

（２） 本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合には、甲乙協議のうえ決定する。また、場合に

より本仕様書の一部を変更することがある。 

（３） 乙は、業務の処理上知り得た情報（個人情報を含む）を、他人に漏らしてはならない。 

（４） 個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。 

（５） 各種データの取り扱いについては、別記「データ保護及び管理に関する特記仕様書」を

遵守すること。 

 



別紙 

託児サービスに係る仕様書 

 

１ 託児サービスの内容 

（１）託児サービスの提供内容 

ア 保育所及び一時預かり事業を行う施設 

施設が千葉市にある場合にあっては千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24

年 12月 19日条例第86号）を、船橋市にある場合にあっては船橋市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

を定める条例（平成 24 年 12 月 28 日条例第 70 号）を、柏市にある場合にあっては柏市特定児童福祉施設設備

運営基準条例（平成 24 年 12 月 26 日条例第 40 号）を、それ以外の住所地にある場合にあっては、児童福祉施

設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 24 年 12 月 21 日条例第 85 号）を満たす保育内容を提供す

ること。 

イ 認可外保育施設 

認可外保育施設指導監督基準（平成13年3月29日付け雇児発第177号）を満たす保育内容を提供すること。 

（２）託児サービスの提供方法 

次のいずれかの方法により託児サービスを提供すること。 

ア 施設内託児サービス 

講習会を実施する機関の施設内において、講習会実施機関自らが又は委託により、託児サービスを提供する。 

イ 施設外託児サービス 

講習会実施場所の施設外において、講習会実施機関自らが又は委託により、託児サービスを提供する。 

ただし、施設外託児サービスの実施場所は、可能な限り講習会実施場所の近隣とすることにより、託児サー

ビスを受ける受講者の便宜を図ること。 

２ 託児サービス提供機関の要件 

次の（１）～（３）の基準について、いずれにも該当する機関であること。 

（１）児童福祉法（昭和22年法律第164号）に定める次のいずれかの施設において託児サービスを実施すること。 

ア 保育所  

項目「託児サービスの提供内容」欄に準じ、各条例を満たしているもの。 

イ 認可外保育所 

認可外保育施設指導監督基準（平成13年3月29日付け雇児発第177号）を満たしているもの。 

ウ 一時預かり事業を行う施設 

児童福祉法第34条の13に規定する基準を満たしているもの。 

（２）託児サービス提供機関自らが、託児中の事故等に備え、損害保険、賠償責任保険等に加入すること（保育を受け

る児童及び保育者の双方を対象としたもの）。 

（３）児童福祉法等の関係法令及び通知を遵守すること。 

３ 託児対象年齢 

  ３歳児～６歳児（小学校就学前）は必須 

４ 日誌の作成・提出 

託児サービスの実施に係る日誌を作成し、講習会終了後、千葉県へ報告すること。 


